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（趣旨） 

第１条 この規則は、千葉市心身障害者扶養共済条例（平成３年千葉市条例第

５２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（加入等の申込み） 

第２条 条例第５条第１項の規定により加入を申し込もうとする者（以下「加

入申込者」という。）は、加入等申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

（１）加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し 



（２）申込者（被保険者）告知書（様式第２号） 

（３）障害証明書（心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類をい

う。）（様式第３号） 

（４）その他市長が必要と認める書類 

２ 条例第７条第１項の規定による口数の追加を申し込もうとする者は、加入

等申込書に申込者（被保険者）告知書を添えて市長に提出しなければならな

い。 

（平成７規則６１・一部改正） 

（承認通知書等の交付） 

第３条 市長は、条例第５条第２項又は第７条第３項の規定により加入又は口

数の追加（以下「加入等」という。）を承認したときは加入等承認通知書（様

式第４号）を、加入等を承認しなかったときは加入等不承認通知書（様式第

５号）を、当該加入等の申込みをした者に交付する。 

（平成７規則６１・一部改正） 

（加入証書等の交付） 

第４条 市長は、条例第５条第２項又は第７条第３項の規定により加入等の承

認を受けた者が第１回の掛金を納付したときは、千葉市心身障害者扶養共済

制度加入証書（様式第６号。以下「加入証書」という。）又は千葉市心身障

害者扶養共済制度口数追加証書（様式第７号。以下「口数追加証書」という。）

を当該加入者に交付する。 

（平成７規則６１・一部改正） 

（掛金の納付） 

第５条 条例第８条第１項又は第２項に規定する掛金は、毎月の末日（その日

が市の休日（千葉市の休日を定める条例（平成元年千葉市条例第１号）第１

条第１項に規定する市の休日をいう。以下この条において同じ。）に当たる

場合にあっては、その直後の市の休日でない日）までに当該月分を市に納付



しなければならない。 

（平成７規則６１・平成２０規則２３・一部改正） 

（掛金の減免） 

第６条 市長は、条例第９条の規定により、加入者が次の各号のいずれかに該

当するときは、加入者から減額又は免除の申請のあった日の属する月から当

該各号に該当しなくなった日の前日の属する月まで、条例第８条第１項に規

定する掛金について当該各号に定める割合の額を減額し、又は免除する。こ

の場合において、その加入に係る心身障害者の扶養に要する経費を当該加入

者と生計を一にする者が分担するとき、又は当該心身障害者に収入があると

きは、その事情に応じて当該各号に定める割合を減ずるものとする。 

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被

保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３

０号）に規定する支援給付を受けている者であるとき １００分の１００ 

（２）市民税を課せられていないとき、又は免除されているとき １００分

の７０ 

（３）市民税の所得割を課せられていないとき、又は免除されているとき 

１００分の３０ 

（４）非常災害により生活が著しく困難であり、掛金の全額を納付すること

が困難であると市長が認めるとき その事情に応じて市長が定める割合 

（５）前各号に掲げるもののほか、生活が著しく困難であり、掛金の全額を

納付することが困難であると市長が認めるとき その事情に応じて市長

が定める割合 

２ 加入者が、本市の区域内に住所を有しなくなったときは、その日の属する

月の翌月から前項の規定は適用しない。 

３ 第１項の規定により掛金の減額又は免除を受けようとする加入者は、掛金



減免申請書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による掛金の減額又は免除を承認し、又は承認しなか

ったときは、掛金減免承認・不承認通知書（様式第９号）を当該加入者に交

付する。 

（平成７規則６１・平成２０規則２３・平成２１規則９・平成２６規

則７１・一部改正） 

（年金の支給の請求） 

第７条 条例第１０条の規定による千葉市心身障害者扶養年金（以下「年金」

という。）の支給を請求しようとする者は、年金支給請求書（様式第１０号）

に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）加入者の死亡により年金の支給を請求するときにあっては、死亡証明

書（死体検案書）（様式第１１号）及び当該加入者の住民票の写し（対象

者の氏名が住民票に記載された氏名と異なるときは、戸籍の個人事項証明

書、除かれた戸籍の個人事項証明書、戸籍の抄本又は除かれた戸籍の抄本

とする。以下同じ。） 

（２）加入者の重度障害により年金の支給を請求するときにあっては、障害

診断書（様式第１２号）及び当該加入者の住民票の写し 

（３）心身障害者の住民票の写し 

（４）年金管理者が指定されているときにあっては、当該年金管理者の住民

票の写し 

（５）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、条例第１０条の規定により年金を支給することに決定したときは

年金支給決定通知書（様式第１３号）及び千葉市心身障害者扶養共済制度年

金証書（様式第１４号。以下「年金証書」という。）を、年金を支給しない

ことを決定したときは年金（加算額）不支給決定通知書（様式第１５号）を

当該年金受給権者又は当該年金管理者に交付する。 



（平成６規則３４・平成７規則６１・平成２６規則２・一部改正） 

（加入証書等の再交付） 

第８条 加入証書若しくは口数追加証書又は年金証書を忘失し、滅失し、又は

損傷したときは、加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は、加入証書

等再交付申請書（様式第１６号）を市長に提出してその再交付を受けなけれ

ばならない。 

（平成７規則６１・一部改正） 

（年金の支給の停止等） 

第９条 市長は、条例第１４条の規定により年金の支給を停止するときは、年

金支給停止決定通知書（様式第１７号）を当該年金受給権者又は当該年金管

理者に交付する。 

２ 市長は、年金の支給の停止の事由が消滅したことを認めたときは、年金支

給停止解除決定通知書（様式第１８号）を当該年金受給権者又は当該年金管

理者に交付するとともに、年金の支給を再開する。 

（年金の支給の休止等） 

第１０条 市長は、条例第１５条の規定により年金の支給を休止するときは、

年金休止決定通知書（様式第１９号）を当該年金受給権者又は当該年金管理

者に交付する。 

２ 市長は、年金の支給の休止の事由が消滅したことを認めたときは、年金支

給休止解除決定通知書（様式第２０号）を当該年金受給権者又は当該年金管

理者に交付するとともに、年金の支給を再開する。 

（弔慰金の支給） 

第１１条 条例第１６条第１項の規定による弔慰金の支給を請求しようとす

る者は、弔慰金支給請求書（様式第２１号）に次に掲げる書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

（１）加入者の住民票の写し 



（２）心身障害者の住民票の写し 

２ 市長は、条例第１６条第１項の規定による弔慰金を支給することを決定し

たときは弔慰金支給決定通知書（様式第２２号）を、弔慰金を支給しないこ

とを決定したときは弔慰金（加算額）不支給決定通知書（様式第２３号）を

当該加入者に交付する。 

（平成６規則３４・平成２０規則２３・一部改正） 

（遺族の範囲及び順位等） 

第１２条 条例第１６条第１項に規定する遺族は、死亡した加入者の配偶者、

子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と

生計を同じくしていたものとする。 

２ 弔慰金を受けるべき遺族の順位は、前項に規定する順序による。 

３ 弔慰金を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるときは、その１人のした

請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その１人に対してし

た支給は、全員に対してしたものとみなす。 

（脱退一時金の支給） 

第１３条 条例第１７条第１項の規定による脱退一時金の支給を請求しよう

とする者は、脱退一時金支給請求書（様式第２４号）に次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

（１）加入者の住民票の写し 

（２）心身障害者の住民票の写し 

２ 市長は、条例第１７条第１項の規定による脱退一時金を支給することを決

定したときは脱退一時金支給決定通知書（様式第２５号）を、脱退一時金を

支給しないことを決定したときは脱退一時金（加算額）不支給決定通知書（様

式第２６号）を当該加入者に交付する。 

（平成７規則６１・追加、平成２０規則２３・一部改正） 

（脱退等） 



第１４条 条例第２０条第１項第４号に規定する脱退の申出又は同条第２項

第１号に規定する口数の減少の申出をしようとする者は、加入者等脱退（減

少）届出書（様式第２７号）に脱退の申出をしようとする者にあっては加入

証書及び口数追加証書を、口数の減少の申出をしようとする者にあっては口

数追加証書を添えて市長に提出しなければならない。 

（平成７規則６１・旧第１３条繰下・一部改正） 

（滞納期間） 

第１５条 条例第２０条第１項第５号及び同条第２項第２号に規定する規則

で定める期間は、２箇月とする。ただし、市長が特別の事情があると認める

場合は、この限りでない。 

（平成７規則６１・旧第１４条繰下・一部改正） 

（届出の義務等） 

第１６条 条例第２１条第１項から第４項までに規定する届出は、次の各号に

掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出して

行わなければならない。 

（１）条例第２１条第１項第１号若しくは第２号、第２項第２号又は第３項

第１号の規定による届出 氏名・住所変更届出書（様式第２８号） 

（２）条例第２１条第１項第３号、第２項第１号又は第３項第２号の規定に

よる届出 死亡・重度障害届出書（様式第２９号） 

（３）条例第２１条第１項第４号の規定による届出 年金管理者指定届出書

（様式第３０号）又は年金管理者指定取消届出書（様式第３１号） 

（４）条例第２１条第３項第３号の規定による届出 年金支給停止事由発

生・消滅届出書（様式第３２号） 

（５）条例第２１条第４項の規定による届出 年金受給権者現況届出書（様

式第３３号） 

２ 前項第５号に規定する年金受給権者現況届出書は、毎年４月１日における



現況を記載し、当該年金受給権者の住民票の写しを添えてその年の５月末日

までに提出しなければならない。 

（平成６規則３４・一部改正、平成７規則６１・旧第１５条繰下・一

部改正） 

（書類の経由） 

第１７条 条例及びこの規則により市長に提出する書類は、その提出する者の

住所地を所管する保健福祉センターの長を経由して市長に提出しなければ

ならない。ただし、本市の区域内に住所を有しなくなった者については、こ

の限りでない。 

（平成７規則６１・旧第１６条繰下、平成１７規則２５・平成２２規

則１９・一部改正） 

（加入者台帳等） 

第１８条 市長は、加入者及び年金の支給に関する事項を記録し、整理するた

め、加入者台帳（様式第３４号）及び年金受給権者台帳（様式第３５号）を

作成し、保管するものとする。 

（平成７規則６１・旧第１７条繰下・一部改正） 

附 則 

１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に、千葉県心身障害者扶養年金条例施行規則（昭和４５

年千葉県規則第２１号）の規定により、千葉県知事が行った処分その他の行

為（千葉市心身障害者扶養共済条例（平成３年千葉市条例第５２号。以下「条

例」という。）附則第２項の規定により千葉市心身障害者扶養共済制度（以

下「共済制度」という。）に加入したとみなされた者に係るものに限る。）

又は千葉県知事に対して行われた届出その他の行為（条例附則第２項の規定

により共済制度に加入したとみなされた者に係るものに限る。）で、この規

則の施行の際現に効力を有するものは、この規則の相当規定によりなされた



ものとみなす。 

附 則（平成６年５月２日規則第３４号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行前に、この規則による改正前の千葉市心身障害者扶養共済

条例施行規則様式第１０号、様式第２１号及び様式第３０号の規定により作

成された年金支給請求書等で、この規則の施行の際現に存するものは、なお

当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成７年９月２６日規則第６１号） 

１ この規則は、平成８年１月１日から施行する。ただし、第１２条の次に１

条を加える改正規定及び様式第２３号の次に３様式を加える改正規定は、平

成７年１２月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、

必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成１１年３月３１日規則第３５号） 

１ この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお当分の間、

必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成１１年１２月１日規則第６２号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された様式で現に存するものは、なお当分の間、

必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成１２年３月３１日規則第１７号） 

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に作成された様式で現に存するものは、なお当分の間、

必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第２５号）抄 



１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日規則第３８号） 

１ この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の様式による用紙は、この規則の施行後も、なお当

分の間使用することができる。 

附 則（平成２０年３月２７日規則第２３号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２６日規則第９号） 

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された

用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第１９号） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された

用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成２６年１月１０日規則第２号） 

１ この規則は、平成２６年１月１１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された

用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成２６年３月３１日規則第４４号） 

１ この規則は、平成２６年６月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された

用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 

附 則（平成２６年９月３０日規則第７１号）抄 

１ この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日規則第２５号） 



１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された

用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号 

（平成２７規則２５・全改） 

様式第２号 

（平成２２規則１９・全改） 

様式第３号 

（平成１１規則３５・平成１１規則６２・平成２２規則１９・一部改

正） 

様式第４号 

（平成７規則６１・一部改正） 

様式第５号 

（平成７規則６１・一部改正） 

様式第６号 

（平成７規則６１・全改、平成２２規則１９・一部改正） 

様式第７号 

（平成７規則６１・全改、平成２２規則１９・一部改正） 

様式第８号 

（平成２７規則２５・全改） 

様式第９号 

様式第１０号 

（平成２７規則２５・全改） 

様式第１１号 

（平成７規則６１・全改、平成１２規則１７・一部改正） 

様式第１２号 

（平成２１規則９・全改） 

様式第１３号 

（平成７規則６１・一部改正） 



様式第１４号 

様式第１５号 

様式第１６号 

（平成２７規則２５・全改） 

様式第１７号 

様式第１８号 

様式第１９号 

様式第２０号 

様式第２１号 

（平成２７規則２５・全改） 

様式第２２号 

（平成７規則６１・一部改正） 

様式第２３号 

様式第２４号 

（平成２７規則２５・全改） 

様式第２５号 

（平成７規則６１・追加） 

様式第２６号 

（平成７規則６１・追加） 

様式第２７号 

（平成２６規則４４・全改、平成２７規則２５・一部改正） 

様式第２８号 

（平成２７規則２５・全改） 

様式第２９号 

（平成２７規則２５・全改） 

様式第３０号 



（平成２７規則２５・全改） 

様式第３１号 

（平成２７規則２５・全改） 

様式第３２号 

（平成２７規則２５・全改） 

様式第３３号 

（平成２７規則２５・全改） 

様式第３４号 

（平成７規則６１・旧様式第３１号繰下・一部改正） 

様式第３５号 

（平成７規則６１・旧様式第３２号繰下・一部改正） 

 


